
 

福岡広域都市計画地区計画の決定（福岡市決定） 

都市計画大名二丁目地区地区計画を次のように決定する。 
 

名  称 大名二丁目地区地区計画 

位  置 福岡市中央区大名二丁目の一部 

面  積 約 １．３ha 

地区計画の目標 

当地区は，地域活動や災害時の避難場所としての役割を担う場所であるとともに，福
岡を代表する業務・商業地区である天神地区に隣接し，都心部の機能強化と魅力づくり
を図る上で重要な役割を担う地区である。 
また，跡地を活用したまちづくりの基本的な考え方を示す「旧大名小学校跡地まちづ

くり構想」（平成２８年３月策定）において，当地区は歴史・文化・緑・賑わいをつな
ぎ，次世代を担い，福岡の未来を創造する，地区の個性を活かしたまちづくりに取り組
むことを方針として示している。 
 このため，このまちづくり構想を踏まえ，既存校舎の一部を保存・活用するなど歴史
の継承を図るほか，安全安心な暮らしを支える機能として，広場，多目的空間，公民館・
老人いこいの家や消防分団車庫などの公共公益的な機能の一体的な整備を誘導すると
ともに，都心部に求められる都市機能の誘導や快適でゆとりある都市空間の創出，質の
高い魅力ある市街地環境の形成を図り，人・モノ・コトが交流する新たな創造の場の創
出を目標とする。 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

土地利用の方針 
①地域特性を活かした歴史や文化，緑，賑わいをつなぐ場の創出を図る。 
②多様な人材・企業が集まり交流する新たな価値を生み出す場の創出を図る。 
③都市ブランドを高める高質で魅力的な場の創出を図る。 

都市基盤施設及び 
地区施設の 
整備の方針 

〈基本方針（共通項目）〉 
 校区行事や災害時の避難場所，憩いやにぎわいの場として利用できる広場を確保す
る。また，歩行者ネットワークの形成による回遊性の向上を図るとともに，広場の
視認性を高めるため，明治通り及びえのき通りと地区内の広場をつなぐ歩行者動線
を確保する。 

建築物等の 
整備の方針 

良好な市街地環境の形成を図るため，建築物等の整備の方針を以下のように定める。 
〈基本方針（共通項目）〉 

①建物低層部におけるにぎわいの創出や健全な土地利用の誘導を図るため，建築物等
の用途の制限を定める。 

②土地の健全かつ合理的な高度利用を通じて魅力ある市街地環境の形成を図るため，
建築物の容積率の最高限度を定める。 

③歩行者の回遊性の向上や魅力あるまちなみの形成を図るため，壁面の位置の制限及
び建築物等の形態又は意匠の制限を定める。 

④緑豊かで快適な市街地環境の形成を図るため，建築物の緑化率の最低限度を定め
る。 

〈誘導方針（努力項目）〉 
⑤当地区にふさわしい機能の集積を図るため，歴史を継承する機能，保育施設などの
多様な人材が働きやすい環境やスタートアップ機能，高度で創造的なビジネス環境
や幅広い MICE 等に対応できる高質なおもてなし機能等の導入に努める。 

⑥新たな価値や魅力的な空間の創出を図るため，高質で付加価値の高い建物の整備や
連鎖型まちづくりに努める。 

⑦良好な市街地環境の形成を図るため，ゆとりある歩行者空間や広場等を含む多様な
機能の一体的空間の形成，地域・企業等の共働による持続的な場づくりに努める。 

⑧魅力ある街並みを創出するため，沿道の緑化，統一感のある連続した景観の形成，
回遊動線沿い建物低層部には，賑わいに資する施設の導入等に努める。 

⑨快適で潤いのある市街地環境の形成を図るため，環境負荷の低減に努める。 
⑩安全・安心の向上を図るため，ユニバーサルデザインの理念に基づいた整備や，耐
震性の向上をはじめとした防災性及び防犯性の向上に努める。 

⑪交通環境の改善を図るため，利用しやすい駐輪場の整備等に努める。 

その他当該区域の 
整備及び開発に 

関する方針 

明治通りやえのき通りの街並みの連続性を確保するとともに，天神ビッグバンの西の
ゲートとして，シンボリックなデザイン等により，ランドマークの形成に努める。 

 

 

 

再開発等促進区 約 １．３ha 

主要な公共施設の 
配置及び規模 

広 場 

名  称 面積 摘  要 

広 場 約３，０００㎡ 

明治通り及びえのき通りに接続する歩
行者動線を幅員 6m 以上で確保する。 
ただし，広場の面積には，歩行者動線
の面積を算入しないものとする。 

 

再開発等促進区 

地
区
整
備
計
画 

面  積 約 １．３ha 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
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建築物等の 
用途の制限 

建築してはならない建築物は，次に掲げるものとする。 
１ 建築基準法別表第２（へ）項第２号に掲げる工場 
２ 建築基準法別表第２（と）項第３号に掲げる工場 
３ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項及び第５項 

に掲げる用途に供する建築物 
なお，建築物の低層部には，地区の機能強化に資する集客・交流・創造等の機  

能を担い，沿道のにぎわい創出に資する用途の導入に努めるものとする。 

建築物の 
容積率の 
最高限度 

１ 建築物の容積率の最高限度は，１０分の５５とする。 
２ 地区計画の整備・開発及び保全の方針の誘導方針（努力項目）に該当する整備

を行う建築物で，かつ，都心部の機能強化と魅力づくりに資する建築物の容積
率の最高限度については，最大で１０分の２５を前項に掲げる数値に加えた数
値とする。 

壁面の位置の 
制限 

１ 計画図に示す広場の区域には，建築物の壁若しくはこれに代わる柱又は建築物
に附属する門若しくはへいを建築してはならない。 

  ただし，当該広場の床面（屋外の１階部分に設置されるものにあっては，地盤
面）からの高さが１０ｍを超える建築物の部分及びこれを支える柱で広場の利用
上支障がないものについては，この限りではない。 

 
２ 計画図に示す位置においては，道路との境界線から建築物の外壁若しくは 

これに代わる柱の面又は建築物に附属する門若しくはへいまでの距離の最低 
限度は，２ｍとする。 

建築物等の 
形態又は意匠

の制限 

都心にふさわしい良好な都市景観の形成を図るため，建築物の屋根及び外壁又は
これに代わる柱の面は，周辺の環境と調和するよう，形態，意匠及び色彩に配慮す
るものとする。 

建築物の 
緑化率の 
最低限度 

１０分の１ 

「地区計画、再開発等促進区及び地区整備計画の区域，主要な公共施設の配置及び規模並びに壁面の位置の
制限は計画図表示のとおり」 

理由 

 当地区は，都心部に求められる都市機能の誘導や快適でゆとりある都市空間の創出，質の高い魅力ある市
街地環境の形成を図り，人・モノ・コトが交流する新たな創造の場の創出を図るため，本案のとおり決定す
るものである。 
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境　界　説　明　表
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⑦－⑧

⑧－①

見　通　し　界(⑥－⑦延長)

区　分 説　　明

地　　番　　界

見　通　し　界(②－③延長)

見　通　し　界(⑥－⑦延長)

道　路　中　心

②－③

③－④

④－⑤ 道　路　中　心

見　通　し　界(②－③延長)

地　　番　　界

地区計画区域（地区整備計画区域，再開発等促進区区域）

明治通り及びえのき通りに接
続する歩行者動線を幅員6m以
上で確保（ただし，広場の面
積には歩行者動線の面積を算
入しないものとする）




